
所有権移転にかかる不動産登記申請の際には、登録免許税の

算定のため、固定資産の価格を記載する必要があります。

その価格は、固定資産税・都市計画税納税通知書と同時期に

お送りする課税明細書でご確認いただけます。

不動産登記の申請時には

固定資産税・都市計画税 課税明細書を

ご利用ください。

お問合せ先
●固定資産税に関すること…資産が所在する区にある都税事務所

   ●登記申請に関すること …東京法務局 登記電話案内室 03-5318-0261

東京23区は
固定資産価格を法務局へ電子通知しているため、

評価証明（有料）の添付は原則不要※です。
※「注意事項」をご参照ください。

● 不動産登記申請は、課税明細書の写しを添付して行うことができます。
  ● 固定資産税・都市計画税納税通知書は、毎年６月にお送りしています。

納税通知書及び課税明細書は再発行できませんので、大切に保管ください。
  ● ４・５月に登記申請を行う場合は、課税明細書で新年度の価格が確認でき

ないため、評価証明をご申請ください。

  ● その他、非課税が適用されているなど、評価証明が必要となる場合があ
ります。詳しくは東京法務局にお問合せください。

注意事項

見本

：一筆(一棟)全体の価格

：(区分所有家屋の場合)
各戸の価格

都税事務所一覧

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho
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